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タクシー運転者登録における郵送による申請等の取扱いについて

タクシー業務適正化特別措置法（以下「法」という ）に基づく運転者の登録申請等。

の手続きを郵送で行う場合に関して、下記のとおり取扱い方法等を定めたので、各登録

実施機関へ周知を図られたい。

記

１．郵送による申請等が可能な手続きの範囲

現在、郵送による申請等の手続きは、①登録事項の変更の届出のうち、運転者の住

所の変更に係るもの、②運転者証の返納、③事業者乗務証の返納、④登録の消除申請

に限られているが、登録実施機関が事務処理の体制等を考慮し、新規登録申請及び運

転者証交付申請を含むすべての手続きについて、郵送による申請等が可能な手続きの

範囲を定めることができるものとする。

なお、郵送による申請等については、すべて書留郵便によるものとする。

２．郵送による申請等が可能な地域の範囲

登録実施機関は、上記１．の郵送による申請等が可能な手続きの範囲を定める場合

（上記１．の①～④のみを定める場合を除く ）において、地域の実情等を踏まえ、。

登録事務を行う単位地域全域で郵送による申請等を可能とするほか、単位地域内の一

部の地域（離島等）に住所を有する者（運転者の住所又は事業者の営業所の所在地）

に限って郵送による申請等を可能とすることができるものとする。
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３．登録等の手数料の取扱い

登録実施機関は、上記１．の郵送による申請等が可能な手続きの範囲に、手数料の

収納が必要な手続きを含める場合については、現金書留又は定額小為替による収納に

限る等、登録等の手数料が適切に収納される方法を定めるものとする。

４．登録事務等規程の認可

、 ． ． 、 、登録実施機関は 上記１ ～３ により 郵送による申請等が可能な手続きの範囲

地域の範囲又は手数料の収納方法を定める場合にあっては、登録事務等規程にその手

続きの範囲、地域の範囲又は手数料の収納方法を規定し、法第２３条第１項の規定に

基づき地方運輸局長等の認可を受けるものとする。

５．運転者登録申請等における運転免許証等の提示

法又はタクシー業務適正化特別措置法施行規則（以下「施行規則」という ）によ。

り、第二種免許に係る運転免許証又は運転免許停止処分通知書（仮停止処分通知書を

含む。以下同じ ）の提示が必要な手続きについて、郵送による申請等を可能とする。

場合においては、以下の書面を登録申請書等に添付させることにより、法又は施行規

則による運転免許証等の提示があったものとみなすことができるものとする。

（法人タクシー運転者）

・ 第二種免許に係る運転免許証の写し（表面・裏面の両方）に雇用されている

タクシー事業者による原本確認をおこなった旨及びその日付の記載並びに社印

が押印されている書面

・ 運転免許停止処分通知書の写しに複写を行った日付を記載した書面

（個人タクシー事業者）

・ 第二種免許に係る運転免許証の写し（表面・裏面の両方）に事業者が所属する

組合等（ 一社）全国個人タクシー協会各支部の会員に所属する団体に限る ）（ 。

による原本確認をおこなった旨及びその日付の記載並びに組合印等が押印されて

いる書面

６．運転者証訂正申請等における運転者証等の添付

施行規則第１３条、第１４条第１項、第３１条第３項又は第３３条第３項により運

転者証又は事業者乗務証（以下 「運転者証等」という ）の添付が必要な手続きに、 。

ついて、郵送による申請等を可能とする場合においては、以下の書面を申請書に添付

、 。させることにより 運転者証等の添付があったものとみなすことができるものとする

ただし、新たな運転者証等を交付した後に、督促等を行っても、なお正当な理由が

なく、訂正前又は再交付前の運転者証の返納がなされなかった事業者については、運

転者証等の添付が必要な手続きの郵送による取扱いを中止するものとする。

・ 添付すべき運転者証等の写し

・ 運転者証等の返納に関する宣誓書



７．個人情報の取り扱い

郵送による登録原簿の謄本の交付（本人への交付に限る ）及び登録運転者業務経。

歴証明書の交付においては、書留郵便の受取人を本人に限定し、個人情報の漏洩の防

止に十分に留意するものとする。

８．その他

登録実施機関からの返送が必要な手続きについては、返送用書留郵便代を貼付した

封筒をあらかじめ同封させる方法又は別途返送手数料を徴収する方法等を登録実施機

関において定めることとするが、返送手数料を徴収する場合は、登録等の手数料とは

別に収納することとし、その金額はあらかじめ登録実施機関において実費を勘案して

定め、管内のタクシー事業者等へ周知するものとする。
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運転免許の写し（例）

（表面）

（裏面）

原本と相違ないことを証明する。

平成 年 月 日

住 所

社印事業者名（組合名）

（ ）組合印



宣誓書（運転者証）の様式例

○○登録実施機関 殿

宣 誓 書

タクシー業務適正化特別措置法及び同法施行規則の規定によ

訂 正

り申請しています 運転者証 につきましては、新た
再交付

な運転者証が届き次第、直ちに旧運転者証を返納いたします。

平成 年 月 日

住 所

社印事業者名



宣誓書（事業者乗務証）の様式例

○○登録実施機関 殿

宣 誓 書

タクシー業務適正化特別措置法及び同法施行規則の規定によ

訂 正

り申請しています 事業者乗務証 につきましては、新
再交付

たな事業者乗務証が届き次第、直ちに旧事業者乗務証を返納い

たします。

平成 年 月 日

所属組合

住 所

印氏 名

注）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


